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生駒市監査委員告示第４号 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１４項の規定により令和４年度定期監査結果に

基づく措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により下記のとおり公表する。 

令和５年７月７日 

 

生駒市監査委員 東 良 德 一 

生駒市監査委員 平 松 亜 矢 子 

生駒市監査委員 白 本 和 久 

 

記 

 

監査の対象(課、施設) 市民部市民課 

指摘事項等 措置内容 

市民課窓口、本庁舎及び市民サービスコーナー

において発行した証明書（住民票の写し、戸籍謄

抄本、印鑑登録証明書等）の発行手数料に係る収

入事務について、抽出により各種証明書等交付申

請書、手数料集計表、調定伝票、収入伝票、歳入

予算差引簿等を照合・確認したところ、証明発行

手数料の６月分以降の収入について、一部

（PayPay による収入）を除き、調定処理がされて

いない状態であった。歳入が収納後長期間調定処

理されない状況にあることは、歳入の管理上好ま

しくない状態であるため、適時に調定処理を行う

よう適切な措置を講じられたい。 

 

証明書等の発行手数料に係る収入事務につい

て、本庁舎で発行した証明書の手数料は、毎日納

付し、市民サービスコーナーで発行した証明書の

手数料は１週間分を納付しており、月末に締めの

確認を行っています。 

調定処理については、毎月月末に締め、翌月中

旬頃には調定処理しておりましたが、令和４年度

は調定処理されていない状況でした。 

今後は、長期間調定処理されない状態が生じな

いよう、月末の締め後、速やかに調定処理を行っ

てまいります。 

 

 

 

監査の対象(課、施設) 会計課 

指摘事項等 措置内容 

歳入が収納後長期間調定処理されない状況は、

歳入の管理上好ましくない状態であることから、

一定のルールを定めるなど、適切な措置を講じら

れたい。 

 

 

 

会計規則において事後調定については、収納の

通知に基づいて調定伝票を作成することとされ

ていることから、金融機関からの納入済み通知書

の送付があった際には、その通知に基づき調定伝

票の作成を行うよう、市民課に対して指導しまし

た。 

また、定例的に手数料収入等が発生する市民課



2 

 

 

 

 

 

 

 

等については、収入の整理時期及び調定伝票の作

成時期について会計課と共有し、適正な処理に努

めます。 

なお、予算執行説明会や会計処理に係る研修の

際にもその旨周知するとともに、長期間調定処理

されない状態が生じないよう、適宜確認していく

こととします。 

 

 

 


